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米原市都市計画審議会招集委員名簿 
                                                       （令和３年 12月 16 日現在） 
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ｲｿｶﾞｲ ｱｷﾗ 
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第 36 回米原市都市計画審議会議案 

 

 

番 号 議  案  名 頁 

議第１号 
都市計画法第34条第11号および第12号に基づく区域の変更

について 
３ 

議第２号 

建築基準法施行令改正に伴う地区計画（顔戸西川地区、顔戸

琵琶田地区、高溝六味古地区、中多良西地区、入江丸葭地区、

顔戸長田地区）の変更（米原市決定）について 

７ 

議第３号 
湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理場の決定（米原

市決定）について 
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議第１号 

 

都市計画法第 34 条第 11 号および第 12 号に基づく区域の変更について 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米原市都市計画審議会 

会長 井 口  貢 

第36回米原市都市計画審議会議案書



4 

 

 

都市計画法第 34 条第 11 号および第 12 号に基づく区域の変更について（諮問） 

 

 

 このことについて、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 34 条第 11 号および第 12

号の規定に基づき定める米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成

17 年米原市条例第 347 号）第３条第４項の規定において準用する同条第２項の規定および

同条例第５条第４項の規定において準用する同条第２項の規定に基づき諮問します。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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議第１号 

都市計画法第 34 条第 11 号および第 12 号に基づく区域の変更について 

 

１ 概要  

・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、許可し得る開発行為は限定されています

が、既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応等を勘案し必要性が認められる開

発行為で、更なる市街化を促進するおそれがないと認められるものは、開発を許可しても差支

えないとされています。 

・本市では、条例（米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例）により既存集落

の区域を、一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域（都市計画法第 34 条第 11号・

第 12 号の指定区域・指定集落区域）として区域指定し、当区域内では、自己居住用一戸建住宅

および小規模な分譲宅地の開発を容認しています。 

・このたび、近年の激甚化、頻発化する自然災害を踏まえ、都市計画法および同法施行令が改正

され、当該区域から災害リスクの高いエリア（下表）を除外することとなりました（改正法令

は、令和４年４月１日施行予定）。 

現行 ・溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 

・優良な集団農地の区域（青地農地等） 

・優れた自然の風景を維持する区域（自然環境保全地域、緑地保全地域等） 

改正後 現行に加え、以下の５点を追加 

・災害危険区域（本市の指定区域内では該当なし） 

・地すべり防止区域（本市の指定区域内では該当なし） 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）、土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

・浸水想定区域のうち、洪水等により建物が倒壊、浸水し、住民等の生命に著し

い危害が生ずるおそれがあると認められる区域（浸水ハザードエリア。想定最

大規模で３ｍが目安） 

 

２ 変更の内容  

(１) 指定区域および指定集落区域について、次のとおり変更します（変更する区域は別図参照）。 

 ア 都市計画法第 34 条第 11 号指定区域 

区域番号 区域の名称 変更の内容 

１ 梅ヶ原地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

２ 下多良地区 新たな区域を一部追加 

３ 中多良地区 変更なし 

４ 上多良地区 新たな区域を一部追加 

５ 多良地区 新たな区域を一部追加 
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６ 朝妻・筑摩・磯地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

７ 賀目山地区 地区の一部を除外 

８ 箕浦・高溝・顔戸地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

９ 岩脇地区 地区の一部を除外 

１０ 舟崎地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

１１ 長沢地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

１２ 宇賀野地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

１３ 飯地区 新たな区域を一部追加 

 

 イ 都市計画法第 34 条第 12 号指定集落区域 

区域番号 区域の名称 変更の内容 

１ 入江地区 地区の一部を除外し、新たな区域を一部追加 

２ 世継地区 変更なし 

３ 長沢地区 地区の一部を除外 

４ 多良地区 地区の一部を除外 

 

(２) 指定区域および指定集落区域の変更は、米原市議会において条例の一部改正について議決

を得た後速やかに告示し、施行は令和４年４月１日とします。 

以上 
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議第２号 

 

建築基準法施行令改正に伴う地区計画（顔戸西川地区、顔戸琵琶田地区、高溝六味

古地区、中多良西地区、入江丸葭地区、顔戸長田地区）の変更（米原市決定）につ

いて 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米原市都市計画審議会 

会長 井 口  貢 
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建築基準法施行令改正に伴う地区計画（顔戸西川地区、顔戸琵琶田地区、高溝六味

古地区、中多良西地区、入江丸葭地区、顔戸長田地区）の変更（米原市決定）につ

いて（諮問） 

 

 

 このことについて、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第２項の規定におい

て準用する同法第 19 条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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議第２号

建築基準法施行令改正に伴う地区計画（顔戸西川地区、顔戸琵琶田地区、高溝六味古地区、中多良西地区、入江
丸葭地区、顔戸長田地区）の変更（米原市決定）について

顔戸西川地区

地区計画 約1.8ha

顔戸琵琶田地区

地区計画 約0.9ha

高溝六味古地区

地区計画 約0.3ha

中多良西地区

地区計画 約1.3ha

入江丸葭地区

地区計画 約6.5ha

顔戸長田地区

地区計画 約0.6ha

位置図
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議第３号 

 

湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理場の決定（米原市決定）について 

 

 

 このことについて、次のとおり米原市長から諮問されましたので、審議願います。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米原市都市計画審議会 

会長 井 口  貢 
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湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理場の決定（米原市決定）について（諮

問） 

 

 

 このことについて、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 19 条第１項の規定に基づ

き諮問します。 

 

  令和３年 12 月 16 日 

 

 

米 原 市 長  平 尾 道 雄    
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彦根長浜都市計画汚物処理場の変更（米原市決定） 
 
 

都市計画汚物処理場に２号湖北広域行政事務センター汚泥再生処理センターを次のと

おり追加する。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 汚物処理場名 

彦根長浜 ２ 
湖北広域行政事務センター 

汚泥再生処理センター 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「汚泥再生処

理センター（し尿処理施設）」があり、都市計画法上の「汚物処理場」に該当するため、
これを都市計画施設として定めるもの。 
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彦根長浜都市計画ごみ焼却場の変更（米原市決定） 
 
 

都市計画ごみ焼却場に３号湖北広域行政事務センター熱回収施設を次のとおり追加す

る。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 ごみ焼却場名 

彦根長浜 ３ 
湖北広域行政事務センター 

熱回収施設 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「熱回収施

設」があり、都市計画法上の「ごみ焼却場」に該当するため、これを都市計画施設とし
て定めるもの。 
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彦根長浜都市計画ごみ処理場の決定（米原市決定） 
 
 

都市計画ごみ処理場を次のように決定する。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 ごみ処理場名 

彦根長浜 １ 
湖北広域行政事務センター 

リサイクル施設 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「リサイクル

施設」があり、都市計画法上の「ごみ処理場」に該当するため、これを都市計画施設と
して決定するもの。 
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米原東北部都市計画汚物処理場の変更（米原市決定） 
 
 

都市計画汚物処理場に２号湖北広域行政事務センター汚泥再生処理センターを次のと

おり追加する。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 汚物処理場名 

米原東北部 ２ 
湖北広域行政事務センター 

汚泥再生処理センター 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「汚泥再生処

理センター（し尿処理施設）」があり、都市計画法上の「汚物処理場」に該当するため、
これを都市計画施設として定めるもの。 
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米原東北部都市計画ごみ焼却場の変更（米原市決定） 
 
 

都市計画ごみ焼却場に３号湖北広域行政事務センター熱回収施設を次のとおり追加す

る。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 ごみ焼却場名 

米原東北部 ３ 
湖北広域行政事務センター 

熱回収施設 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「熱回収施

設」があり、都市計画法上の「ごみ焼却場」に該当するため、これを都市計画施設とし
て定めるもの。 
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米原東北部都市計画ごみ処理場の変更（米原市決定） 
 
 

都市計画ごみ処理場に２号湖北広域行政事務センターリサイクル施設を次のとおり追

加する。 

名     称 

位 置 面 積 備考 都市計画 

区域名 
番号 ごみ処理場名 

米原東北部 ２ 
湖北広域行政事務センター 

リサイクル施設 
長浜市木尾町 約 34,500 ㎡  

「区域は計画図表示のとおり」 

 
理由 
湖北広域事務センターが新一般廃棄物処理場として整備する施設の中に「リサイクル

施設」があり、都市計画法上の「ごみ処理場」に該当するため、これを都市計画施設と
して定めるもの。 
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第 36 回米原市都市計画審議会 報告案件 

 

 

番 号 案  件  名 頁 

１ 都市公園（（仮称）磯公園）事業について 33 
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報告案件１  

（仮称）磯公園整備事業の概要 
計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民】私学運動施設整備 

〔R2 年度：用地取得〕 

〔R3 年度：造成工事〕 

都市計画公園（4･4･303 磯公園） 

遊歩道 

公園予定地 

【公】都市公園事業 
 R2 年度   ：用地一部先行取得 

 R3 年度   ：公園基本計画策定 

 R3～R4 年度：公園整備基本設計 

 R4 年度   ：用地先行取得 

 R5 年度   ：公園整備実施設計 

 R6～R8 年度：公園整備工事 

 R9 年 4 月 公園供用開始 

 

 

 

進入路 

園路 

社会資本 
総合整備 
事業 
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令和 3 年度の取組状況【前回審議会説明】 

・今年度、コンサル委託により、公園整備の基本計画策定を実施 

・全体スケジュールは、令和 4 年度から国の社会資本整備総合交付金事業採択を目指して

いる（令和 5 年度から河川浚渫土置場として利用した上で、令和 7 年度から公園整備に

着手し、令和 9 年度の供用開始を想定）。 

 

全体スケジュールの一部見直し 

・国の交付金事業採択の前提について、「整備計画は全体計画・事業費が最終的に大きな変

更が生じないものでなければならない。」ことから、交付金申請までに基本設計を取りま

とめることが必要 

・公園整備計画について、都市公園市民会議委員からの「市民意見を丁寧に拾い上げるべ

き」との意見を踏まえ、市民ワークショップを重ね、整備計画を策定する。 

・上記から、全体スケジュールを次のとおり一部見直しする。 

令和 3 年度 ●公園整備基本計画 

 公園整備基本設計 

・進入路（橋りょう）基本設計 

令和 4 年度 （市民ワークショップ） 

 

・現況測量 

・事業用地の先行取得 

令和 5 年度 交付金事業採択 令和５年度～令和 8 年度 

●公園整備詳細設計 ・河川浚渫土の搬入 ・進入路 詳細設計 

令和 6 年度   ・進入路 工事 

令和 7 年度 ・公園整備工事   

令和 8 年度    

令和 9 年度 ★令和 9 年 4 月供用開始   

 

彦根総合高校グラウンド整備の位置付けについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根総合高校グラウンド 

学校教育法第１条に規定する

学校の施設【学校施設】 

 

彦根長浜都市計画公園 4･4･303 磯公園 

都市計画法第 11 条第１項第２号 

【都市計画公園】 

 

都市計画公園  

 

12月までに完了 

当初計画どおり 
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